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試行設置について

座間市地域づくり部
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「ざま共創官民連携窓口」 試行設置について

＜目的＞
企業様等からの多様な提案を迅速に受け止め、関係課との調整を一体的に行

うことで、スピード感ある案件化を図り、企業等と行政が連携する「共創」の
仕組みの構築。

＜背景＞
座間市では、これまで「相互提案型協働事業」や生活困窮者自立支援の

「チーム座間」をはじめとする市民協働・官民連携の実践を通じて、NPOや地
域団体との信頼関係を着実に築いてきました。近年では、企業・大学等（以下、
企業様等）からも、地域の強みを活かした連携や市民協働に関する多様な提案
が寄せられるようになっています。
こうした企業様等の積極的な動きを、より迅速かつ効果的に受け止め、関係課
との調整を一体的に行うことで、提案の「出会い」を「価値ある共創」へと確
実に結びつける仕組みが必要となっています。

＜対応策＞
座間市が抱える地域課題の解決と地域活性化を加速させるため、官民連携を戦
略的に推進する必要があります。
この課題を解決するため、企業様等からの提案・相談を受け付ける

「ざま共創官民連携窓口」を令和８年度に試行設置します。



ざま共創官民連携窓口

（愛称：ZAMA Living Gate）

窓口設置場所：座間市役所4階 地域づくり部
電話番号 ：０４６－２５２－７９６６（市民協働課）
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＜主な対応内容＞
〇企業様等からの提案・相談の受付
〇企業様等と事業担当課のマッチング前のロジックモデル作成
〇事業担当課への橋渡し
（案件例）
・地域の強みを活用した企業等との連携による魅力創出
・企業等による市民協働・地域コミュニティ・NPO活動等の支援

＜実施期間と目標＞
実施期間：令和８年度（試行）
目標：企業様等と市が連携した共創案件を創出し、

「座間モデル」としての官民連携の枠組みを確立する。

＜窓口の特徴＞
• 窓口の明示によるアクセシビリティ向上：窓口のわかりやすさ
• 迅速な庁内調整：関係課との調整を担当者が一元的にコーディネート
• 担当者の強み：非営利セクター、民間企業、地方公務員、学会、

国レベルの政策提言の経験を有する職員が担当）

１１１１１１１１１１１１１１１１１ｗ

企業等のメリット
・地域課題解決を通じた企業価値向上とブランディング
・座間市との継続的なパートナーシップ構築（関係人口・ファン化）
・新規事業開発・実証実験の場としての提供
・市内ネットワークとのマッチング
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• 担当者の多分野
の実務経験
（非営利・企業

行政・学会）

• 庁内関係課との
連携体制

• 民間事業者・
企業・団体との
ネットワーク

• 本市の強み
※一般的に
「地域資源」と
呼ばれるもの

インプット
（投入資源）

提案・相談
の受付

庁内関係課との
調整・コーディネート

民間事業者等との
マッチング支援

地域の強みを
活用した

連携企画の検討

市民活動・NPO等
との連携支援

アクティビティ
（活動）

• 提案受付件数
の増加

• 庁内調整案件
の可視化

• マッチング
実施件数

• 共創案件の
形成数

（検討段階含）

＜短期＞
（令和８年度）

• 提案から案件化
までの期間短縮
• 官民連携案件の
創出（1件以上）
• 庁内連携プロセ
スの標準化
（一本化効果）

＜中期＞
• 地域の強みを活
用した企業連携に
よる新規事業の創
出
• 企業による市民
協働・地域活動支
援の拡大
• 官民連携に対す
る企業・庁内双方
の信頼性向上

•地域課題の持続的な解
決

•地域魅力の向上（関係
人口・企業投資の呼び
込み）

•「座間モデル」として
の官民連携の確立

アウトプット
（直接成果）

アウトカム
（短期・中期成果）

インパクト
（長期的成果）

ロジックモデル

ロジックの核（因果の流れ）
窓口の明示 → 調整の迅速化 → 案件化の加速 → 成功事例の創出 → 信頼の形成 → 連携の拡大 → 地域価値の向上



【担当者紹介】
地域づくり部参事（連携強化担当）兼市民協働課長 林 星一
2026年4月1日から着任しました。よろしくお願いいたします。

就職（22歳）

’94年、東北福祉大学社会福祉学科の
卒後、社会福祉法人県央福祉会（神奈
川県）に就職。同年に開設された通所
型の精神薄弱者授産施設（当時）パス
テルファームで支援員として施設の立
ち上げに従事。

転職（2８歳）

‘99年、措置から契約の流れの中で、先行す
る制度について学ぼうと思いケアマネジャー資
格取得後、株式会社ニチイ学館に転職。
藤沢支店に配属され介護保険制度開始半年
前からケアマネジャーとして茅ヶ崎市で事業の
立ち上げに従事。その後、藤沢支店副支店長
を経て本社へ

転職（３４歳）

本社ヘルスケア事業本部ヘル
スケア課課長補佐として介護
保険関連事業の企画運営に
従事していたが、妻の助言で
座間市役所の試験を受け
2006年座間市に入庁。福祉
事務所に配属。生活保護ケー
スワーカーとして9年間従事。

課内移動（４３歳）

2015年、生活困窮者自立支援制度
の開始に伴い、生活援護課に設置さ
れた自立サポート担当として、事業
立ち上げに従事。「断らない相談支
援」に取り組みはじめる。

現在（５４歳）

2019年、生活援護課長昇任。生
活困窮者自立支援制度と生活
保護制度を所管。
翌年からのコロナ禍において両
制度の一体的実施を模索。

リーマンショック

介護保険制度開始バブル崩壊

新型コロナ
ウイルス
感染症
感染拡大

課長（４７歳）

2022年、初めての他課への異動により福祉
長寿課に異動。同時に参事に昇任。
福祉事務所長を兼務。
機構改革に向け、包括的支援を推進する組
織体制について検討。

社会保障制度審議会
95年勧告

※係長経験なし
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2023年、機構改革によ
り、新たに地域福祉課
が設置。福祉部参事兼
福祉事務所長兼地域
福祉課長、その後福祉
部参事兼地域福祉課
長、（2026年3月まで）

参事（４9歳）

い
ま
こ
こ

国の研修・研究事業・検討会など
・平成29年度～令和７年度 国立保健医療科学院「福祉事務所長研修」 講義にて実践報告
・令和2年度 厚労省社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業」研究会委員
・令和3年度 厚労省社会福祉推進事業「生活困窮者及び被保護者に係る就労支援事業及び家計改善支援事業等の協働実施に向けた調査研究事業」 調査検討委員会メンバー
・令和3年度 厚労省社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究」研究会委員
・令和3年度 厚労省障害者総合福祉推進事業「自立生活援助事業者と居住支援法人の連携構築のためのガイドブックの作成」検討会委員
・令和3年度「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ」構成員（各事業の在り方検討班）
・令和4年度 厚労省社会福祉推進事業「自立相談支援事業等の適切な支援体制に関する調査研究事業」研究会委員
・令和4年度「住まい支援における課題の把握に関するワーキンググループ」ワーキンググループ構成員
・令和5年度「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会（令和5年度）」委員
・令和6年4月11日参議院厚生労働委員会「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」審議 参考人出席
・令和7年度「都道府県・市町村に対する、包括的な支援体制整備に係る人材育成研修・研究事業」委員会委員

所属学会など
・地方行政実務学会（ https://jlpa.smoosy.atlas.jp/ja ）
『ポストコロナの自治体危機管理 徹底検証！全国自治体 1300日の新型コロナ対応とその教訓』（第一法規/2025） 第4章分担執筆

・日本自殺総合対策学会（https://jscsc.smoosy.atlas.jp/ja ）
『⾃殺総合政策研究 第６巻 第１号』 （2026） https://jscp.or.jp/research/journal/

ｐ４１ 「【実践報告】 「断らない相談支援」と自殺総合対策―座間市における多制度連携について―」 執筆

詳しいプロフィール・エピソードは、
『誰も断らない こちら神奈川県座間市生活援護
課』（2022年/朝日新聞出版)にも掲載されています。



➀企業等提案受付

②内容整理

➂関係課ヒアリング

④マッチング・調整

⑤試行ロジックモデル作成

⑥案件化判断（各所管課）

＜提案の取り扱い＞
・本窓口は、全ての提案の受け入れや即時事業化を約束するものではなく、本市の
重点施策・地域課題との整合性、実現可能性、費用対効果等を踏まえ、慎重に検
討・精査を行います。
・本窓口は各課の意思決定を代替するものではなく、あくまで調整・整理機能に特
化します。最終的な実施判断は各所管課が担います。
・既存の事務事業を置き換えるものではなく、既存施策との連携・補完を図りなが
ら、官民連携による新たな価値創出を目指します。
・関係課との協議の結果、実施に至らない場合があることを了承いただきます。

業務フロー

「ざま共創官民連携窓口」
（愛称：ZAMA Living Gate）

が➀～⑤を担当
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＜主なＫＰＩ＞
• 提案受付件数
• 初回相談から庁内調整開始までの日数
• 案件化率（受付提案のうち具体化に至った割合）
• 共創案件数（年度内1件以上）
• 企業連携による地域活動支援件数
＜設計上のポイント＞
• 本施策の核心は「制度」ではなくコーディネーション機能にある
• 成果評価は「件数」だけでなく、**スピードと質（案件化率）**

を重視

成功の鍵は「最初の1件（モデル事例）」の着実な創出
（試行実施により“再現可能な成功の型”として1件目を設計することが目標）

ざま共創官民連携窓口 令和８年度試行実施
本窓口は愛称を「ZAMA Living Gate」とし、個別の共創プロジェクトを「TRIP」と呼称します。
TRIPとは、Trust（信頼関係の構築）・Relation（関係性の継続・深化）・Innovation（共創に
よる新たな価値の創出）・Partnership（官民の対等で持続的な連携）を体現する座間市独自の共創
プロセスです。
これは関係性が一過性で終わらず、育ち、広がり、次の旅へとつながっていく「ZAMA Living 

Ecosystem」を象徴します。（公式文書では「共創プロジェクト（TRIP）」と併記）



（参考）ざま未来プラン

１ 目指すまちの姿（抜粋）
“まち”が輝く
市民・団体・企業等の多様な主体との連携、協力により、
まちの新たな魅力と価値が創造され、誰もが過ごしやすく、
暮らしやすいまちであることを目指します。

２ 実現に向けた基本姿勢（抜粋）
多様な主体と共に創る「共創」のまちづくり
協働によるまちづくりを推進する一環として、変化し続け
る社会環境に柔軟に対応するため、地域課題の把握や事業
の目標設定といった初期課題から多様な主体と連携、協力
し、新たな価値を創造するまちづくりに取り組みます。


